
 

防火管理に関する講習の案内書 

 

  消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第３条第１項第１号イの規定に基づく、甲種防火対

象物の防火管理に関する講習を次のとおり実施します。 

１ 講 習 日 時 

講習日 ： 令和４年８月２３日（火曜日) 、２４日（水曜日）     

時 間 ： １日目 午前９時３０分から午後４時３０分まで 

２日目 午前９時４０分から午後４時３０分まで 

※ 講習会の受付は両日とも午前９時１５分から開始します。 

※ 資格取得には本講習の全科目の受講が必要です。欠席、遅刻、早退など 

があった場合には受講修了とは認められませんので、ご注意ください。 

２ 講 習 会 場 

徳島中央広域連合消防本部・東消防署 ２階大会議室 

徳島県吉野川市鴨島町上下島２１番地１【案内図参照】 

３ 定    員 

２０人（先着） 

※コロナ禍に伴い規模を縮小しているため、吉野川市、阿波市の事業所に勤務する受講者

を優先します。 

４ 受講手続き 

   （１）受講申込 

別紙の申込書に必要事項を記載のうえ、次の申込先まで持参若しくは郵送にてお申し 

込みください。ＦＡＸ、電話での申し込みはできません。 

 

 申込先 郵便番号 / 住所 連絡先 

徳島中央広域連合  

消防本部・東消防署 

７７６－００１３ 

吉野川市鴨島町上下島 21 番地 1 

消防本部：0 8 8 3 - 2 6 - 1 1 9 1 

東消防署：0 8 8 3 - 2 6 - 1 1 9 0 

徳島中央広域連合 

中消防署 

７７１－１５０１ 

阿波市土成町秋月字月成 12番地 

0 8 8 - 6 9 5 - 2 1 4 9 

徳島中央広域連合 

西消防署 

７７９－３４０３ 

吉野川市山川町三島 30番地 7 

0 8 8 3 - 4 2 - 2 0 2 9 

 

   （２）申込期間 

令和４年８月１０日(水）締め切り 

※ 定員に達した場合は期日前であっても募集を終了する場合がございますので 

あらかじめご了承ください。 

 （３）受講料 

    受講料は無料ですが、テキスト代３５００円が必要です。テキスト代は受講当日に 

   お支払いいただきます。事前支払い・お振り込みは不要です。 

５ 受   付 

講習当日は、徳島中央広域連合消防本部１階ロビーで受付を行います。１日目の受付時に 

は下記をご用意ください。 



  □ テキスト代 

□ 身分証明書（運転免許証又は健康保険証など） 

 

６ そ  の  他 

   申込書の記載について 

（１） 科目を免除できる場合がありますので、免除を申請される方は申込用紙にご記入 

ください。 

（２） 申込用紙にご記入いただいた個人情報につきましては防火管理講習における修了 

証、名簿及び修了者のデータベースの作成として利用し、目的外での利用はいたし 

ません。 

   受講日の注意事項について 

（１） 講習会は正午から午後１時まで休憩となっております。午後の講習に遅刻しない

ようにしてください。 

（２） 講習２日目に屋外での講義(水消火器による消火訓練など）もございます。各自 

で熱中症対策をお願いします。 

（３） 受講会場は健康増進法の改正により、令和元年７月１日から受動喫煙対策として 

原則敷地内禁煙とさせていただいておりますのでご理解、ご協力をお願いします。 

新型コロナウイルス感染防止について 

（１） 講習会当日におきましては、体調・体温の確認、手指消毒、マスクの着用にご協

力をお願いいたします。 

（２） 新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、講習会の中止又は延期させていた

だくことがあります。この場合には、当消防本部のホームページ等によりお知らせ

いたします。 

（３） 受付時、37.5℃以上の発熱、咳等がある場合、受講をご遠慮いただく場合があり

ますのでご了承下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

講習会についてご不明な点やご心配な事などございましたら 

ご遠慮なく下記までお問い合わせください 

徳島中央広域連合消防本部 消防課 予防係 

電話番号 0883-26-1191 

 

【開催場所案内図】 


